
青森公立大学経営経済学部学生の留学に関する規程 

平成２１年４月１日 

規程第１１６号 

改正 平成２３年 ３月規程第１９号 

改正 平成２７年 ３月規程第１５号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、青森公立大学学則（平成２１年規程第１号。以下「学則」とい

う。）第３０条の規定に基づき、留学について必要な事項を定めるものとする。 

 （留学を認める外国の大学） 

第２条 本学が留学を認める外国の大学又は短期大学（以下「外国の大学等」という。）

は、当該国の学校制度により設置された大学で、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。 

(1) 本学との間で、学生交流に関する協定が締結されているもの 

(2) 本学との間で、学生の相互交流に関し申合せ等の合意文書があるもの 

(3) 本学学生の受入れを了解する旨の文書による意思表示のあるもの 

（留学の種類） 

第３条 留学の種類は、レギュラー留学及び短期語学研修とする。 

 （留学を認める学生） 

第４条 留学を認める学生は、本学に在学する学業成績が良好な者とする。 

 （留学の願い出） 

第５条 留学を希望する学生は、留学申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添

えて学長に願い出るものとする。 

(1) 語学能力を証明する書類 

(2) 健康診断書 

（審査及び許可） 

第６条 前条の規定により願出があったときは、その留学の可否について、国際交流

委員会で審査する。 

２ 留学は、前項の審査の結果に基づき、学長が許可する。 

 （試験等） 

第７条 学長が必要と認めたときは、留学を願い出た学生について、面接及び学力試

験等を行う。 

 （留学の辞退） 

第８条 第６条第２項の規定により留学の許可を受けた学生（以下「留学生」という。）

は、当該留学を辞退することができない。ただし、真にやむを得ない事情があると



認められるときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定による留学の辞退を希望する留学生は、その事情を明らかに

した書面により、学長に願い出なければならない。 

３ 第６条の規定は、前項の規定による願出があったときについて準用する。この場

合において、同条中「留学」とあるのは、「留学の辞退」と読み替えるものとする。 

 （留学期間） 

第９条 留学を認める期間は１年以内とし、この期間を修業年限及び在学期間に算入

する。 

（留学に係る経費） 

第１０条 留学に係る経費の一部は、本学が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、留学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その

事実が生じた時までに要した留学に係る経費の全部を当該留学生が負担するもの

とする。 

(1) 第８条第３項において準用する第６条第２項の規定により留学の辞退が許可 

された場合 

(2) 所定の遵守事項に対する重大な違反その他の留学生としてふさわしくない重 

大な非違行為を行った場合 

(3) やむを得ない事由のため留学の実施が中止されたことにより、留学できなくな 

った場合（本学の責めに帰する理由による場合を除く。） 

 （報告義務） 

第１１条 留学生は、留学中及び留学終了後、大学が指定した日に、留学報告書（様

式第２号）に必要な書類を添えて、国際交流委員会に提出しなければならない。 

 （単位互換の申請） 

第１２条 学則第２０条第２項の規定により、留学により修得した単位を本学で修得

したものとみなすことについての認定を受けようとする留学生は、留学期間終了後

１か月以内に、単位互換認定申請書（様式第３号）に、留学先の大学が発行した学

業成績証明書等の写しを添えて学部長に申請しなければならない。 

（認定基準） 

第１３条 申請された履修科目及び履修科目の単位数の認定は、次の基準により行う。 

(1) 認定する科目は、留学先の大学等において履修し、かつ、修得した授業科目を 

本学の授業科目編成の分類に基づいて決定する。 

(2) 留学先の履修科目に係る本学の修得単位数への変換については、別に定める基 

準により行う。ただし、変換単位数の合計は６０単位を超えることはできない。 

(3) 留学先の履修科目及び履修単位数については、本学のＧＰＡには算入しない。 

 （単位互換の認定） 

第１４条 第１２条に規定する申請があったときは、前条の認定基準により、学務運



営会議において単位互換の可否を審議する。 

２ 単位互換の認定は、前項の審議の結果に基づき、教授会の意見を徴した上で、学

部長が行う。 

 （その他） 

第１５条 この規程に定めるもののほか、留学について必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２３年規程第１９号） 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２７年規程第１５号） 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

留学申請書 
 年  月    日 

青森公立大学学長  様 

年度 （留学先： ）について、下記のとおり申請いたします。 

学籍番号 

学 科 

（英語表記） 

申請者氏名 

（漢字表記） 

印 

住    所 

〒     － 

E-mail ℡  － － 

G-TELP最高スコア： 

（受験日：    年 月） 

参加回数（いずれかに○） 

 初回  ２回目以上 

  春学期 

当期ＧＰＡ 

累積ＧＰＡ 

１ 留学の実現に向けて、これまで努力してきたこと 

２ 留学を志望する動機 



３ 留学の目的（具体的に） 

４ 留学後の期待（留学で学んだことをどのように活かしていくのか） 

上記の者が、 （留学先： ）へ申請することに同意いたします。 

保証人氏名 印 

保証人住所 

〒     － 

℡ －  － 

※ 保証人氏名欄は、保証人本人が署名・押印すること。 

※ 留学の許可を受けた場合は、原則辞退することができない。 



様式第２号（第１１条関係） 

留学報告書 

年     月      日 

青森公立大学国際交流委員会 

委員長  様 

 青森公立大学経営経済学部学生の留学に関する規程第１１条の規定に基づき、次のとおり 

報告いたします。 

１ 学籍番号   生年月日 年 月 日生 

２ 氏 名 （英語表記）

３ 留学先大学（英語表記） 

４ 留学期間 年 月 日 ～ 年 月 日 

５ 滞在先

６ 留学の種類 □ レギュラー留学 □ 短期語学研修

７ □G-TELP 留学前 点（  年  月） 留学後 点（    年 月） 

□T O E I C 留学前 点（  年  月） 留学後 点（    年 月） 

□TOEFL 留学前 点（  年  月） 留学後 点（    年 月） 

８ 履修科目  単位互換認定申請書のとおり 

９ 留学の概要 別紙のとおり 

※報告書の提出にあたっては、必ずパスポート（出入国の記録のページ）のコピーを添付

すること。 



様式第３号（第１２条関係） 

単位互換認定申請書 

年  月  日 

青森公立大学経営経済学部長 様 

 青森公立大学経営経済学部学生の留学に関する規程第１２条の規定に基づき、下記のとおり、単位互換の

認定を申請いたします。 

記 

氏   名

(英語表記) 

学籍番号 

留学先大学 留学期間 

  年 月 日 ～ 年 月 日 

修得科目一覧表 

履修科目名（英語表記） 留学の種類 
履修時間合計 
(コマ数ではなく

hourで) 

成績 単位数 

１. 時間 

２. 時間 

３. 時間 

４. 時間 

５. 時間 

６. 時間 

７. 時間 

８. 時間 

９. 時間 

10. 時間 


